
　
　
月
１
日
か
ら
、
こ
れ
ま
で
県
で

１０
行
っ
て
い
た
業
務
の
一
部
が
町
に
移

譲
さ
れ
、
一
般
旅
券
（
パ
ス
ポ
ー
ト
）

の
申
請
受
け
付
け
な
ど
が
町
役
場
の

窓
口
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

パ
ス
ポ
ー
ト
の
新
規
申
請

▽
対
象
　
本
町
に
住
民
登
録
し
て
い

る
方

※
通
勤
や
通
学
な
ど
で
、
役
場
で
の

申
請
が
困
難
な
場
合
は
、
県
の
窓

口
で
申
請
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
詳
し
く
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▽
申
請
受
付
時
間
　
午
前
９
時
～
午

後
４
時
半
（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝

日
は
除
く
）

※
申
請
か
ら
受
け
取
り
ま
で
に
は
、

土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
い
て

８
日
程
度
か
か
り
ま
す
。

▽
新
規
申
請
に
必
要
な
書
類
　
一
般

旅
券
発
給
申
請
書
（
役
場
住
民
生

活
課
に
備
え
付
け
て
あ
り
ま
す
）
、

戸
籍
抄
本
（
謄
本
）
、
写
真
、
官
製

は
が
き
、
印
鑑
、
身
元
が
確
認
で

き
る
書
類

▽
手
数
料
　
　
年
旅
券
…
１
万
６
０

１０

０
０
円
　
５
年
旅
券
…
１
万
１
０

０
０
円
　
子
供
用（
　
歳
未
満
）
…

１２

６
０
０
０
円

※
パ
ス
ポ
ー
ト
受
け
取
り
時
に
収
入

印
紙
と
県
証
紙
で
お
支
払
い
く
だ

さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ
　
役
場
住
民
生
活
課

総
合
窓
口
担
当
（
察
　－

３
１
１

８２

１
内
線
１
２
１
）
ま
た
は
県
パ
ス

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
（
察
０
１
９－

６
０
６－

１
７
２
０
）
へ
ど
う
ぞ
。

そ
の
ほ
か
移
譲
さ
れ
る
業
務

　
こ
の
ほ
か
、　

月
か
ら
町
に
移
譲

１０

さ
れ
る
業
務
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▽
町
に
移
譲
さ
れ
る
業
務

・
特
別
児
童
福
祉
扶
養
手
当
や
特
別

障
害
者
手
当
の
申
請
受
け
付
け

・
郵
便
に
よ
る
不
在
者
投
票
制
度
に

お
け
る
両
下
肢
な
ど
の
障
害
の
程

度
に
関
す
る
証
明
事
務

・
身
体
障
害
者
相
談
員
、
知
的
障
害

者
相
談
員
の
委
託
に
関
す
る
事
務

・
厚
生
労
働
大
臣
が
交
付
す
る
免
許

（
医
師
、
保
健
師
、助
産
師
、
看
護
師
、

歯
科
医
師
な
ど
）の
申
請
受
け
付

け
と
交
付

・
県
知
事
が
交
付
す
る
免
許
（
栄
養

士
、
調
理
師
、
製
菓
衛
生
師
、
准

看
護
師
）
の
申
請
受
け
付
け
と
交

付
◆
問
い
合
わ
せ
　
役
場
保
健
福
祉
課

地
域
福
祉
担
当
（
察
　－

３
１
１

８２

１
内
線
１
３
３
）
ま
た
は
同
課
健

康
管
理
担
当
（
内
線
１
６
０
）
へ
。

戸籍抄本（謄本）

写真
　６カ月以内に撮影

し、寸 法 縦４.５㌢×

横３.５㌢、無背景、無

帽のもの（本人確認

上支障がある場合は、

撮り直していただく

ことがあります）

　６カ月以内に発行

されたもの。ご夫婦、

親子など同じ戸籍内

の複数の方が同時に

申請される場合は、

戸籍謄本１通で構い

ません。

身元が確認
できる書類
　運転免許証、住基

カード、船員手帳な

ど写真が貼ってある

もの

※コピーは不可

パスポートの新規
申請に必要なもの

県
の
事
務
権
限
が
一
部
町
に
移
譲

役
場
で
パ
ス
ポ
ー
ト
の
申
請
可
能
に

官製はがき
　未使用のものに申

請者本人の住所、氏

名を書いてください

（アパート名、部屋

番号、郵便番号など

も記載してください）。

一般旅券
発給申請書
　役場住民生活課窓

口に備え付けてあり

ます。

印鑑
　朱肉を使用するタ

イプのものをご用意

ください。

【４】

１０月１日
から


